
◎独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律 
（平成一八年三月三一日法律第二一号）   

一、提案理由（平成一八年三月二日・衆議院総務委員会） 

○竹中国務大臣 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案につきまし

て、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 

 我が国の経済社会基盤として、情報通信技術が急速に定着しつつある中、その利活用

の拡大を通じた、豊かな国民生活の実現に向け、情報通信技術に係る研究開発のさらな

る推進が極めて重要になっています。このような状況を踏まえ、情報通信技術分野の中

核的研究機関である独立行政法人情報通信研究機構が、その業務を一層効率的かつ効果

的に行うことができるよう、今般、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、本法律案の内容について、その概要の御説明を申し上げます。 

 本法律案は、独立行政法人情報通信研究機構を、より自主性、自律性の高い業務・組

織運営が確保される特定独立行政法人以外の独立行政法人、いわゆる非公務員型の独立

行政法人とするほか、所要の規定を整備するものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

……………（略）…………… 

 以上でございます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一八年三月一七日） 

○中谷元君 ただいま議題となりました両案につきまして、総務委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、両案の要旨について申し上げます。 

 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案は、独立行政法人情報通信

研究機構を、その業務を一層効率的かつ効果的に行うことができるよう、役職員が国家

公務員である特定独立行政法人からいわゆる非公務員型の独立行政法人にするとともに、

所要の規定を整備するものであります。 

……………（略）…………… 

 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案は、第百六十三回国会に提

出され、昨年十月二十七日に本委員会に付託されましたが、継続審査となっていたもの

であり、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案は、去る二月二十八日本委員会

に付託されたものであります。 

 委員会におきましては、両案について、三月二日竹中総務大臣から提案理由の説明を

聴取し、去る十五日質疑を行い、これを終局いたしました。本日、討論の後、採決いた

しましたところ、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案は賛成多数

をもって、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案は全会一致をもって、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 



 なお、各案に対し附帯決議が付されました。 

 また、委員会において、独立行政法人の組織・業務の見直しに関する件について決議

を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年三月一七日） 

 政府及び関係者は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。 

一 政府は、独立行政法人情報通信研究機構（以下、「機構」という。）の業務の評価を

適切に行うとともに、機構は、情報通信技術の研究開発の国のセンター機能としての

役割を果たし、国の政策と密接に連携すること。 

二 機構は、非公務員型の独立行政法人となることのメリットを生かし、内外から広く

優秀な人材を集め、さらに研究開発を充実させ、情報通信分野の発展、国際競争力の

強化に寄与すること。 

三 機構は、業務の一層の効率化を図り、研究開発予算の費用対効果の最大化に努める

こと。 

四 情報通信は国民の重要な社会基盤となっていることから、機構は、その公的な役割

を認識し、研究開発を通じて、安心、安全で豊かな国民生活の実現に貢献すること。 

○決議（平成一八年三月一七日） 

  政府は次の事項について配慮すべきである。 

 一 独立行政法人については、行政改革推進の観点から、絶えず見直しを図り、事業

の効率化、不要な事業の廃止、組織の統合等を推進するとともに、国民生活の安定

と社会経済の健全な発展の観点から必要とされる事業については、重点的に充実・

強化を図ること。 

 二 役職員については、かかる見直しを進める中にあって、役職員総数の縮減合理化

を徹底するよう特に意を用いるとともに、各府省からの再就職について厳しく見直

しを進めること。 

 三 運営費交付金等の国からの支出については、事業、組織の見直しと合わせて、個

別具体的な検証を行い、経費の節減合理化を徹底するとともに、必要な経費につい

ては確実に措置すること。 

 四 財務面においては、法人事業の運営の合理化と透明性の向上の観点から、会計区

分の見直し、一般競争入札の下限額の国に準じた見直しを検討するとともに、法人

が保有する現預金、有価証券、土地建物等の資産について法人の業務運営上引き続

き保有する必要性があるか常時点検し、必要性が乏しいものについては国庫に納付

する等適切な処理に努めること。 

  右決議する。 

三、参議院総務委員長報告（平成一八年三月二九日） 

○世耕弘成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における



審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案は、情報通信技術分

野の中核的研究機関である独立行政法人情報通信研究機構について、より一層効率的か

つ効果的に業務遂行ができるよう、その組織形態をいわゆる非公務員型の独立行政法人

にしようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、非公務員型の独立行政法人と

する意義、日本標準時の新システム導入と機構職員の非公務員化との関連、国の消防機

能の強化目的と職員半減との整合性、非公務員化に伴う職員の雇用確保、ファイル共有

ソフトに係る暴露ウイルス対策、基盤技術円滑化法に基づく研究委託の実績と評価等に

ついて質疑が行われました。 

 質疑を終局し、情報通信研究機構法の一部を改正する法律案について討論に入りまし

たところ、民主党・新緑風会を代表して藤本祐司委員より、日本共産党を代表して吉川

春子委員より、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する

旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案

は多数をもって、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案は全会一致をもって、

それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年三月二八日） 

 政府及び独立行政法人情報通信研究機構は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべ

きである。 

一、非公務員型の独立行政法人への移行に当たり、機構は、周波数標準値の設定、標準

時の通報等の業務が停滞し、国民生活・社会経済に著しい支障を及ぼすことがないよ

うに万全な体制を整備すること。 

二、政府は、機構の業務の評価を適切に行うとともに、機構は、情報通信技術の研究開

発の国のセンター機能としての役割を果たし、国の政策と密接に連携すること。 

三、機構は、独立行政法人通信総合研究所と認可法人通信・放送機構を統合し、発足し

た法人であることを踏まえ、統合による業務運営や管理部門等の合理化、効率化に一

層努めること。 

四、機構は、非公務員型の独立行政法人となることのメリットを生かし、内外から広く

優秀な人材を集め、さらに研究開発を充実させ、情報通信分野の発展、国際競争力の

強化に寄与すること。 

五、機構は、業務の一層の効率化を図り、研究開発予算の費用対効果の最大化に努める

こと。 



六、情報通信は国民の重要な社会基盤となっていることから、機構は、その公的な役割

を認識し、研究開発を通じて、安心、安全で豊かな国民生活の実現に貢献すること。 

  右決議する。 


